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お
知
ら
せ

in
fo
rm
a
tio
n

委
員
募
集

【�

部
活
動
地
域
連
携
検
討
委
員

会
】

　

学
校
部
活
動
の
地
域
連
携
に
つ

い
て
、
検
討
・
審
議
し
ま
す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
５
人
（
選
考
）

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
８
年
３
月

３１
日

■
応
募
用
紙
配
布
場
所
等
生
涯
学

習
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

m
１
月
１８
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
小
論
文

（
８００
字
以
内
・
課
題
＝
「
小
金
井

市
に
お
け
る
学
校
部
活
動
の
地
域

連
携
に
関
す
る
課
題
と
解
決

策
」）
お
よ
び
応
募
用
紙
を
生
涯

学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所

第
二
庁
舎
７
階
☎
０４２

−

３８６

−

２
４

６
２
）
へ

【
環
境
審
議
会
】

　

環
境
保
全
等
に
関
す
る
重
要
な

事
項
つ
い
て
、
検
討
・
審
議
し
ま

す
。

t
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
で
、

令
和
６
年
４
月
１
日
現
在
１８
歳
以

上
の
方

s
４
人
（
選
考
）

■
任
期
４
月
１
日
～
令
和
８
年
３

月
３１
日
（
年
４
回
程
度
開
催
）

m
１
月
２３
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
直

接
、
小
論
文
（
千
字
以
内
・
課
題

＝
「
地
球
沸
騰
化
時
代
の
到
来　

行
政
、
事
業
者
、
市
民
が
果
た
す

べ
き
役
割
と
自
身
が
で
き
る
こ

と
」）・
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日

・
性
別
・
電
話
番
号
・
職
業
を
明

記
し
、
環
境
政
策
課
環
境
係
（
〒

１８４

−

８
５
０
４
住
所
不
要
・
市
役

所
第
二
庁
舎
４
階
☎
０４２

−

３８７

−

９

８
１
７
f
０４２

−

３８３

−

６
５
７
７
）

へ

―
―
◇
共　
通
◇
―
―

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

e
▽
市
が
設
置
す
る
附
属
機
関
等

の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽
小

論
文
は
返
却
し
ま
す
▽
選
考
基
準

・
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

清
里
山
荘
の
指
定
管
理
者
が

決
定

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指

定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ

き
、
次
の
指
定
管
理
者
に
決
定
し

ま
し
た
。

■
指
定
管
理
者
株
式
会
社
フ
ー
ド

サ
ー
ビ
ス
シ
ン
ワ

■
指
定
期
間
４
月
１
日
～
令
和
１１

年
３
月
３１
日

i
生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
係
（
☎

０４２

−

３１６

−

６
６
０
０
）

三
楽
公
園
に

多
目
的
ト
イ
レ
を
設
置

　

同
公
園
の
ト
イ
レ
が
新
し
く
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
同
公
園
の
整
備
工
事

は
、１
月
下
旬
ま
で
の
予
定
で
す
。

i
環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

０４２

−
３８７

−
９
８
６
０
）

栗
山
公
園
に

防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置

　

１
月
か
ら
、
公
園
利
用
者
の
安

全
確
保
お
よ
び
公
園
内
の
犯
罪
防

止
の
た
め
、
公
園
出
入
口
や
園
内

ト
イ
レ
出
入
口
お
よ
び
バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
広
場
付
近
を
映
す
防
犯
カ
メ

ラ
を
設
置
し
ま
す
。

　

な
お
、
敷
地
外
の
通
行
人
や
近

隣
住
居
等
は
映
り
ま
せ
ん
。

i
環
境
政
策
課
緑
と
公
園
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
６
０
）

私
道
部
分
の
非
課
税
扱
い
の

申
請
を

　

令
和
６
年
１
月
１
日
現
在
、
一

定
の
条
件
を
満
た
す
私
道
を
所
有

す
る
方
は
、
申
請
に
よ
っ
て
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
令
和
６

年
度
以
降
、
非
課
税
扱
い
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
分
筆
し
て
道
路
と

な
っ
て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
非

課
税
と
な
っ
て
い
る
私
道
は
、
申

請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
期
限
１
月
３１
日
（
水
）

m
市
所
定
の
申
請
書
（
資
産
税
課

で
配
布
）に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

私
道
求
積
図
を
添
え
て
、
資
産
税

課
土
地
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
２
１
）
へ

第
７０
回
桜
ま
つ
り
ス
テ
ー
ジ

出
演
者
募
集

d
３
月
２３
日
（
土
）、２４
日
（
日
）

b
江
戸
東
京
た
て
も
の
園
前
広
場

（
都
立
小
金
井
公
園
内
）

u
特
設
ス
テ

ー
ジ
で
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン

ス
t
市
内
を

中
心
に
活
動

す
る
個
人
お

よ
び
団
体

n
五
千
円
（
ま
ち
お
こ
し
協
会
員

は
二
千
円
）

e
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選

m
１
月
５
日
～
１４
日
に
、
観
光
ま

ち
お
こ
し
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp
s://k

o
g
a
n
ei-k
a
n
k
o
.

jp
/req
u
est/

）
で

i
同
協
会
（
☎
０４２

−

３１６

−

３
９
８

０
）

東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン
タ
ー

（
Ｋ
Ｏ

−
Ｔ
Ｏ
）の
入
居
者
募
集

■
募
集
施
設
個
室
１
室
＝
月
３
万

５
千
円
・
約
６
平
方
㍍

■
利
用
期
間
原
則
３
年

■
応
募
要
項
配
布
場
所
等
同
セ
ン

タ
ー
、
経
済
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
４
階
）、
同
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
://ko

-to
.in
fo
/

）

m
１
月
１１
日
（
必
着
）
ま
で
に
、

郵
送
ま
た
は
直
接
、
申
請
書
等
を

同
セ
ン
タ
ー
（
〒
１８４

−

０
０
０
２

梶
野
町
１

−

２

−

３６
☎
０
４
２
２

−

３１

−

２
０
４
０
）
へ

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費

（
外
来
年
間
合
算
）

　

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
場
合

は
、
月
額
の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
を
「
高
額
療
養
費
」
と

し
て
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
自
己
負
担
額
を
軽
減
す

る
た
め
、
個
人
ご
と
に
年
間
の
外

来
に
係
る
自
己
負
担
額
を
合
算

し
、
定
め
ら
れ
た
年
額
の
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
を
「
高
額

療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）」
と

し
て
支
給
し
ま
す
。

　

今
回
の
支
給
対
象
期
間
（
令
和

４
年
８
月
～
５
年
７
月
）
に
支
給

対
象
と
な
る
被
保
険
者
の
い
る
世

帯
に
、
１
月
下
旬
に
勧
奨
通
知
を

送
付
し
ま
す
。
支
給
時
期
は
、
４

月
以
降
と
な
り
ま
す
。

t
国
民
健
康
保
険
加
入
の
７０
歳
以

上
７５
歳
未
満
の
負
担
割
合
が
２
割

の
方
で
、
年
間
（
令
和
４
年
８
月

～
５
年
７
月
分
）
の
外
来
の
自
己

負
担
額
が
１４
万
４
千
円
を
超
え
て

い
る
方
※
月
ご
と
に
高
額
療
養
費

を
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
支

給
済
額
を
控
除
し
た
額

e
▽
算
定
は
、
世
帯
で
は
な
く
個

人
ご
と
に
行
い
、
入
院
分
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
▽
同
じ
世
帯
で
も
国
民

健
康
保
険
、
職
場
の
医
療
保
険
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
そ
れ

ぞ
れ
別
に
計
算
し
ま
す
▽
申
請
は

基
準
日
（
令
和
５
年
７
月
３１
日
）

に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
と
な

り
ま
す

i
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

【
今
年
７５
歳
に
な
る
方
へ
】

　

日
本
の
医
療
保
険
制
度
は
「
国

民
皆
保
険
」
と
な
っ
て
お
り
、
す

べ
て
の
国
民
が
、
い
ず
れ
か
の
公

的
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

７５
歳
に
な
る
方
は
、
そ
れ
ま
で

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
（
国

保
、
健
康
保
険
、
共
済
な
ど
）
か

ら
、
自
動
的
に
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

　

制
度
の
運
営
は
、
東
京
都
内
す

べ
て
の
市
区
町
村
が
加
入
す
る

「
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
」
が
運
営
主
体
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

市
で
は
、
住
所
変
更
、
給
付
申

請
の
窓
口
業
務
、
保
険
料
の
徴
収

業
務
な
ど
を
行
い
ま
す
。

t
▽
７５
歳
以
上
の
方
▽
６５
～
７４
歳

の
方
で
、
申
請
に
よ
り
同
連
合
が

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め
た

方i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

【
医
療
費
等
通
知
を
１
月
下
旬　

　
に
送
付
】

　

健
康
と
医
療
に
対
す
る
認
識
を

深
め
、
保
険
診
療
等
の
内
容
を
確

認
し
て
も
ら
う
た
め
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
医

療
費
等
通
知
書
を
お
送
り
し
ま

す
。
な
お
、
す
べ
て
の
被
保
険
者

に
送
付
し
ま
す
。

■
対
象
期
間
令
和
４
年
９
月
～
５

年
８
月

i
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
お
問
合
せ
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

５
７
０

−

０８６

−

５１９
）、
市
保
険
年

金
課
高
齢
者
医
療
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

【
コ
ン
ビ
ニ
納
付
】

　

令
和
５
年
１１
月
か
ら
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
が
日
本
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
１０
月
以
前
に
発
行
さ
れ

た
納
付
書
で
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
の
納
付
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
希
望
さ
れ
る
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

i
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
係

（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
４
）

都
知
事
褒
賞

橋
田　
数
彦　
氏

（
小
金
井
市
消
防
団
第
５
分
団

長
）

■
受
賞
月
日
令
和
５
年
１１
月
１７
日

■
受
賞
名
東
京
都
消
防
褒
賞

■
功
績
郷
土
を
愛
し
、
永
年
に
わ

た
り
消
防
団
員
と
し
て
、
市
民
の

生
命
身
体
・
財
産
を
守
り
、
地
域

防
災
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
た
多
大

な
功
績
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

１
月
の
休
日
窓
口

1月  ○は休日窓口開設日
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 1０ 11 1２ 1３

1４ 1５ 1６ 1７ 1８ 1９ ２０

２1 ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

２８ ２９ ３０ ３1

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係（
６
日
の
み
）、

納
税
課
（
６
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
国
民

年
金
事
務
・
市
税
証
明
書
交
付
事

務
ほ
か
）
も
あ
り
ま
す
。
個
人
番

号
カ
ー
ド
に
係
る
業
務
は
２１
日
の

み
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん

i
企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

０４２
−

３８７

−

９
８
２
６
）、
土
曜
・

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

０４２

−

３８３

−

１
１
１
１
）

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
名　称 と　き ところ 内　容 問合先

地域自立支援
協議会

１月１０日（水）
１７：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室 障害者計画について 自立生活支援課障害福祉係

（☎０４２−３８７−９８４８）
男女平等推進
審議会

１月１２日（金）
９：３０〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

男女共同参画施策の
推進について

企画政策課男女共同参画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

都市計画審議
会

１月２９日（月）
１４：００〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

用途地域等一斉見直
しに関わる都市計画
変更について　ほか

都市計画課都市計画係
（☎０４２−３８７−９８５９）

※傍聴については事前にお問い合わせください

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・1・1 2


